
行政経営改革プラン
令和５年度～令和９年度

令和7年度行動計画
取組状況(期末)報告書



１　取組結果一覧（プラン掲載順）
本プランで掲げる取組項目又は取組細目の中間の結果をAA～Dに区分して表示したものが、以下の表となります。

【取組結果の分類】
AA 達成終了 計画当初の目的が達成され、取組自体が終了した状況
A 順調 年度当初の目標どおり進行、又は予定よりも早く進行している状況
B おおむね順調 年度当初の目標から若干外れたが、おおむね予定どおり進行している状況
C 順調でない 年度当初の目標を達成できず、予定どおり進行しなかった状況
D 未実施 取組を実施していない状況

Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

① デジタル推進課
市民課・こども家庭課・保育幼稚園課・保険年金
課

A B A 1

② デジタル推進課・
行政改革室

市民課、保険年金課・障害者支援課・高齢者支
援課・こども家庭課・保育幼稚園課・職員課・出納
室・手数料等所管部署

A B A 2

① デジタル推進課 ＲＰＡ等対象部署 A A A 3

② デジタル推進課 A B B 4

③ デジタル推進課 A B A 5

④ デジタル推進課 基幹系システム使用部署 A A A 6

⑤ 職員課・デジタル
推進課

B B B 7

⑥ デジタル推進課 A C A 8

ア 行政改革室

市民課・保険年金課・障害者支援課・高齢者支
援課・こども家庭課・保育幼稚園課・職員課・総務
課

A A B 9

イ 保育幼稚園課 職員課 A A A 10

② 施設経営課 施設所管部署 B A A 13

① 地域づくり推進課 生涯学習課・施設経営課 A A B 14

② 地域づくり推進課 A A B 15

ア 秘書広報課 デジタル推進課 A A A 16

イ デジタル推進課 A A A 17

② 政策企画課 A B B 18

① 職員課 A B A 19

② 職員課 B B A 20

③ 職員課 人権課・行政改革室・デジタル推進課 B B B 21

① 職員課 A B B 22

② 職員課 A A A 23

③ 行政改革室 職員課 B A A 24

① 行政改革室 出納室・監査委員事務局 B A A 25

 Ｗｅｂ会議の推進

 テレワークの活用

 情報システム環境の改善・セキュリティの強化

11

 電子申請の推進

窓口業務の民間委託

指定管理者制度の活用推進

放課後児童教室運営業務の民間委託

ウ 環境整備業務の民間委託

12

環境事業課・環境
施設課

職員課 BBB

A A A

 ① 民間委託の推進

 地域づくり支援機能の強化

 多様な主体との連携・協働の推進

推進項目（１）:職員の意識改革と人材育成の推進

推進項目（２）:組織の活性化と組織マネジメントの強化

 職員のキャリア形成に沿った人材育成

 人事評価制度を活用した人材マネジメントの推進

基本目標３:人材・組織力の強化

 優秀な人材の確保による組織の活性化

 組織マネジメントの強化

① 効果的な情報発信の推進

オープンデータの推進

 市民満足度調査の活用

推進項目（３）:内部統制制度の導入・推進

 働き方改革の推進

 定員管理の推進

取組結果

 内部統制制度の導入・推進

連携部署

 情報システムの標準化・共通化

基本目標/推進項目/取組項目/取組細目 主担当部署

基本目標１:サービス力の向上

推進項目（１）:行政手続きのオンライン化（窓口サービスの向上）

推進項目（２）:デジタル技術の活用による業務改善

頁番号

推進項目（１）:地域によるまちづくりの推進

推進項目（２）:情報発信力の強化と市民ニーズの把握

エ 調理業務の民間委託 保育幼稚園課 職員課

基本目標２:地域力の向上

 窓口業務の効率化

 ＩＣＴを活用した業務の効率化

推進項目（３）:民間活力の有効活用

 ペーパーレスの推進

効果的な広報の推進



① 収税課 保険年金課・保育幼稚園課・下水道課 A A A 26

② 施設経営課・財政課 未利用財産所管課 B A A 27

③ 財政課 出納室 A A A 28

① 施設経営課 施設所管部署 A A A 29

② 施設経営課 施設所管部署 A A A 30

③ 施設経営課・イン
フラ施設所管部署

A A A 31

④ 施設経営課 公共施設所管部署・インフラ施設所管部署 B A A 32

⑤ 施設経営課・財政
課

公共施設所管部署 B A A 33

① 財政課 A A A 34

② 財政課
農林振興課・観光振興課・錦帯橋課・流通課・公
園施設課・周東農林課・公営企業会計適用部署

B B B 35

※ 基本目標は、基本理念を実現するための取り組むべき方針であり、4項目あります。
推進項目は基本目標を効果的に実施するために設定したものであり、11項目あります。
取組項目は、推進項目を具体的に実施するためのものであり、31項目あります。
取組細目（ア、イ・・・と示されるもの）は、取組項目をさらに細分化したものです。これら取組細目の中には、「実施を前提として検討を行うもの」では
なく、「今後の方向性について検討するための調査研究を行うもの」も含まれています。

 施設保有量の最適化

 計画的保全の推進

 公共施設使用料等の受益者負担の適正化

基本目標４:財政力の強化

推進項目（１）:自主財源の積極的な確保

推進項目（２）:公共施設等マネジメントの推進

 市税等の適正徴収の推進

 遊休資産（未利用財産）の売却・活用

 基金運用の効率化

 インフラ施設の計画的管理の推進

 公営企業の経営改革の推進

 計画的な財政運営の推進

推進項目（３）:持続可能な財政運営の確立

 包括的民間委託の活用検討



２　進捗状況

◆ 「A」と評価した取組項目
○　電子申請の推進
○　窓口業務の効率化
○　ＩＣＴを活用した業務の効率化
○　Ｗｅｂ会議の推進
○　情報システムの標準化・共通化
○　情報システム環境の改善・セキュリティの強化
○　民間委託の推進（放課後児童教室運営業務の民間委託）
○　民間委託の推進（調理業務の民間委託）
○　指定管理者制度の活用推進
○　効果的な情報発信の推進（効果的な広報の推進）　
○　効果的な情報発信の推進（オープンデータの推進）　
○　職員のキャリア形成に沿った人材育成
○　人事評価制度を活用した人材マネジメントの推進
○　優秀な人材の確保による組織の活性化
○　組織マネジメントの強化
○　内部統制制度の導入・推進
○　市税等の適正徴収の推進
○　遊休資産（未利用財産）の売却・活用
○　基金運用の効率化　
○　施設保有量の最適化　
○　計画的保全の推進　
○　インフラ施設の計画的管理の推進　
○　包括的民間委託の活用検討　
○　公共施設使用料等の受益者負担の適正化　
○　計画的な財政運営の推進

◆ 「B」と評価した取組項目
○　ペーパーレスの推進
○　テレワークの活用
○　民間委託の推進（窓口業務の民間委託）
○　民間委託の推進（環境整備業務の民間委託）
○　地域づくり支援機能の強化
○　多様な主体との連携・協働の推進
○　市民満足度調査の活用
○　働き方改革の推進
○　定員管理の推進
○　公営企業の経営改革の推進

◆ 「C」と評価した取組項目

◆ 「Ｄ」と評価した取組項目

※主担当部署ごとの回答を集計

0.0%

0.0%

28.6%

71.4%

C（順調でない） 0 項目

D（未実施） 0 項目

B（概ね順調） 10 項目

A（順調） 25 項目

AA（達成終了） 0 項目 0.0%AA（達成終了）
0.0%

A（順調）
71.4%

B（概ね順
調）
28.6%

C（順調でない）
0.0%

D（未実施）
0.0%



○令和7年度

○年度計画

取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

8月 9月 10月

中間

期末

11月 12月

B

A

1月 2月 3月

取組結果

基本目標

推進項目

取組内容

➢ 行かなくてもいい窓口の実現に向け、ぴったりサービス※について、国が作成した標準的な手続きである、

子ども子育て、介護保険関連の手続きを含め、マイナンバーカードの普及促進と合わせ、積極的な活用を進め
ていきます。

➢やまぐち電子申請サービスの、様々な申請手続きを容易に作成することができる利点を活かし、多くの手続

きで電子申請を活用するとともに、市のホームページに電子申請窓口を開設することを目指します。

（１）

①
市民課・こども家庭課・保育
幼稚園課・保険年金課電子申請の推進

1 サービス力の向上
主担当部署

連携部署
デジタル推進課

行政手続きのオンライン化（窓口サービスの向上）

取組項目

令和7年度の取組目標・課題

具体的な活動 6月 7月

　ぴったりサービス及びやまぐち電子申請サービスへの掲載コンテンツ
の充実を図る。

　市民の利便性の向上のため、既存業務の見直しとぴったりサービ
ス及び電子申請サービスへのコンテンツ追加を関連部署とともに実
施することになるが、関連部署においては、一時的に業務が増える
ことになるため、合意形成が容易ではない。

課題

目標

4月

コンテンツ作成に
係るシステム操作
支援

2023年度 2024年度 2025年度 2027年度2026年度

コンテンツ作成作
業

期末

中間

　ぴったりサービスについては、国が作成した標準手続きに変更がなかったため、新
規手続きの増加がなかった。やまぐち電子申請サービスについては、昨年度末と比
較し、令和８年３月31日時点で150件増加しており、窓口最適化検討会議に
参加している所属による新規手続きの追加が寄与した。引き続き、コンテンツ充実
のため関係課に働きかけを行っていく。

　窓口最適化検討会議に参加している所属に対し、手続きの電子申請化の勧奨
とハンズオンセミナーを行い、電子申請対象手続きを追加した。また、10月には錦
総合支所にて同様のハンズオンセミナーを実施する予定である。

5月

既存業務の見直
しと課題の洗い出
し

ぴったりサービスによる電子申請の推進

ぴったりサービスと基幹システムとの連携

やまぐち電子申請サービスによる電子申請の推進 次期汎用電子申請サービスによる電子申請の推進

１



○令和7年度

○年度計画

市民課、保険年金課・障害者支
援課・高齢者支援課・こども家庭
課・保育幼稚園課・職員課・出納
室・手数料等所管部署

取組項目 ②

➢サービスの利用者である市民の視点に立った改善を図るため、窓口アンケートを実施します。

➢申請案内・申請書作成支援システムにより「おくやみ窓口」を含めた様々なライフステージに合わせた情報を効率的に提供す

ることで、住民サービスの向上を目指していきます。また、マイナポータルで提供されている「引越しワンストップサービス」
のデータを基幹系システムへ連携する仕組みを構築し、更なる窓口における市民の待ち時間の短縮を図ります。

➢遠隔接客システムを活用し、市民が本庁へ行かなくても本庁と同等のサービスを受けることができるようにし、移動時間の短

縮と利便性の向上を目指します。

➢手数料・使用料などの支払いにおいて、クレジットカードやＱＲコードといった、キャッシュレス決済の導入を推進し、公金

の収納方法の多様化を図るとともに、新たなライフスタイルに対応していくことを目指します。

推進項目 （１） 行政手続きのオンライン化（窓口サービスの向上） 連携部署

主担当部署
デジタル推進課・行政改革室

　市民の利便性の向上のため、既存業務の見直しと手続の追加
などを関連部署とともに実施することになるが、関連部署において
は、一時的に業務が増えることになるため、関係課との協力体制
の構築が必要となる。【デジタル推進課】
　窓口支援システムの利用にあたり、市民の手続に係る時間を短
縮するには、事前に職員のタブレット端末の作業手順の理解、知
識などが必要となる。また、各窓口の課題の洗い出しには各窓口
担当課と協働したニーズ把握と改善策の検討が必要となる。【行
政改革室】

　令和7年11月から遠隔接客システムを周東総合支所へ移設した結果、５か月で
65件の利用があった。職員へのヒアリングの結果、窓口での待ち時間の解消と業務
負担の軽減に寄与しているとの回答が得られた。引き続き、市民や職員へのアンケー
トを基に改善を行っていく。
　また、令和8年2月に窓口での新たな決済手段として電子マネーを導入した。引き
続き、市民に利便性の高い窓口となるよう決済手段の拡充に向けた取り組みを行
う。【デジタル推進課】
　年間を通じて、窓口支援システムの帳票登録・改訂支援を継続的に実施し、シス
テム活用の定着を図った。また、窓口最適化検討会議で洗い出した課題について、
各課と連携し解決に向けた取組を進めた。さらに、アナログ規制の点検・見直しで
は、12月に見直し方針を確定し、改正見込みと回答した部署に対して、今後の進
捗管理を行う体制を整えた。これらの取組により、窓口業務の効率化とアナログ規制
の改善に向けた基盤を構築した。【行政改革室】

窓口業務の効率化

取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

取組内容

課題 期末

中間
　遠隔接客システムの活用促進を図るため、利用者数の増加が
見込まれる場所への設置場所の変更などを行う。
　申請案内、申請書作成支援システムは、御遺族の方向けの申
請案内を追加するなど、対象手続数を増やす。
　令和8年9月からeL-QRを活用した公金収納を開始するため、
対象業務の洗い出しを行う。また、キャッシュレス対象ブランドの追
加について検討を行う。【デジタル推進課】
　窓口支援システムの活用を促進するとともに、導入したシステム
の見直しと運用の再確認を行う。また、改めて各窓口の課題の洗
い出しを行い、それに関する対応策を検討する。【行政改革室】

　遠隔接客システムの活用促進を図るため、利用者数の増加が見込まれる周東総
合支所への設置が可能か現地調査を行っている。令和8年2月に本庁、総合支所
及び玖珂支所へのキャッシュレスブランド（iD及びQuickPay）を追加に向けて調整
を行っている。【デジタル推進課】
　窓口支援システムにおける帳票の新規登録又は改訂の支援を随時行っている。ま
た、窓口最適化検討会議において、各課からヒアリングシートを提出させ、課題を洗
い出した。今後、それらの解決に向けて具体的に取り組んでいく。
　また、アナログ規制の点検・見直し作業に着手し、例規所管部署への照会を行っ
た。【行政改革室】

基本目標 1 サービス力の向上

令和7年度の取組目標・課題
目標

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

9月 10月 11月具体的な活動

A

B

期末

6月

中間

2月 3月

2027年度

7月 8月

手続やコンテンツ
の追加作業

既存業務の見直
しと課題の洗い出
し

12月 1月

周知やシステム操
作支援

4月 5月

窓口サービスアンケートの実施

窓口へのキャッシュレス決済の導入

デジタル技術を活用した窓口サービス向上のための業務改革

２



○令和7年度

○年度計画

各ツールについての
研修、周知

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

既存業務の見直
しと課題の洗い出
し

A

具体的な活動 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

中間

B

期末

基本目標 1

取組内容

➢限られた経営資源を効率的に活用するため、各種業務にＩＣＴを積極的に活用します。また、効率化により

得られた経営資源を効果的に活用することにより、市民サービスの向上を図ります。

➢行政サービスが多様化する中、ＡＩ（人工知能）やＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）

の活用により定型業務やルーティン業務の効率化を図ります。

➢簡易な業務における、業務改善に取り組むための手法のひとつとして、ノーコードツール※等を活用するた

めの調査研究を行っていきます。

主担当部署
デジタル推進課

推進項目 （２） デジタル技術の活用による業務改善 連携部署

ＲＰＡ等対象部署

サービス力の向上

取組項目 ① ＩＣＴを活用した業務の効率化

目標 中間
　RPAや電子申請等を組み合わせることで、既存業務の見直しを
行い、市民の利便性の向上を図る。
　各ツールについての研修、具体的な利活用の方法など周知を図
ることで、デジタル人材の育成を行う。

　RPAや電子申請を導入するため、窓口最適化検討会議による各課ヒアリングや
電子申請研修会などを実施し、具体的な作成作業を進めている。RPAについて
は、業者による担当課向けのハンズオン研修を実施し、シナリオ作成支援を行って
いる。
　また、生成AIやAI議事録については、庁内利用が進んでおり、各業務の効率化
と品質向上に寄与している。AI-OCRや独自AIは、現場へのプロトタイプの提供と
現場からの声を受けた改良を行っており、将来の利活用を目指した取組を行ってい
る。
　さらに、10月からの保育園及び幼稚園への本格的なICT導入に向けて、各園と
の調整等伴走支援を行っている。その一貫として、7月からスマホ等から園児の写
真を購入できる写真販売サービスの導入支援を行った。

課題 期末
　既存業務の洗い出しに対する抵抗感とICTへの苦手意識の解
消など、意識改革が求められる。また、関連部署においては、一時
的に業務が増えることになるため、合意形成が容易ではない。

　RPAは、令和8年３月31日時点で10件新規作成した。AI議事録は、令和8
年３月31日時点で利用数が565件となっており、昨年度末と比べ2倍以上の利
用数となった。
　生成AIは、アクティブユーザー数が令和7年３月時点の112名から令和8年３
月時点で173名へと増加した。
　令和８年10月から、保育の質の向上のため、保育園及び幼稚園において業務
支援ツールを導入し、保護者の利便性向上及び職員の業務負担の軽減を図っ
た。
　ICTを活用した業務の効率化が進んでいることから、現在の取組を継続して実施
する。

ツールの導入支援
及び操作支援

11月 12月 1月 2月 3月

ＡＩ、ＲＰＡを活用した業務効率化の推進

ノーコードツールの調査・研究 ノーコードツールの活用によるデジタル化の内製を推進

３



○令和7年度

○年度計画

➢職員の端末を段階的にノートパソコンへ移行することで会議や研修等における資料のペーパーレス化を推進

し、業務効率を向上させるとともに、印刷コストの削減を図ります。

➢各部署で保管している既存文書を、スキャニングなどにより電子化することで、閲覧性と検索性の向上を図

り、保管スペースの削減を行います。

取組内容

　デジタル化推進会議のオンライン開催などを通じて、WEB会議の利活用を推進
し、資料配布ではなくデータによる資料提示を行った。
　また、家屋台帳電子化業務(課税課)や永年文書電子化業務（行政改革
室）について、データ保存場所の確保やシステム連携などについて支援を行った。

課題 期末

中間

期末

B

目標

取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）令和7年度の取組目標・課題 取組結果

主担当部署
デジタル推進課

連携部署

取組項目 ② ペーパーレスの推進

推進項目 （２） デジタル技術の活用による業務改善

基本目標 1 サービス力の向上

2月具体的な活動 6月 7月 8月 12月 1月

会議、研修等での
ペーパーレスの勧
奨・実践

電子による取扱へ
の転換

2023年度 2027年度

電子での取扱に
転換可能な業務
の洗い出し

B

　新端末の配布により可搬性が高まることで、紙の使用を前提としない働き方が進
んでいくことがペーパーレスへの推進に繋がると考えているため、新端末の配布の促
進を進めていく。
　また、デジタル推進課と行政改革室におけるペーパーレスのルールを策定・先行実
施を開始し、併せて庁内に向けて情報発信した。

中間
　会議、研修等では、大型ディスプレイや卓上のノートパソコンを用
いて説明等を行い、事後にデータにて資料配信を行うなどの手法を
推進する。
　紙ではなく、端末で閲覧可能なものを洗い出し、紙を前提としな
い業務への転換を図る。

4月 5月

　紙の使用を極力抑制しようとする職員の意識改革が必要であ
る。参加者、会場、機器等の状況により、個別具体的な対応を
必要とする。

2024年度 2025年度 2026年度

3月10月 11月9月

ノートパソコンへの移行

庁内協議のペーパーレス化の推進

４
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3月2月

中間
　デジタル推進課主催の会議をすべてWeb会議に切り替える。
　主催する場合のWeb会議のルールや手法について、全庁周知
を行う。

　デジタル化推進会議においてオンライン開催を行った。さらに、Web会議のルール
や手法について、部⾧級職員へ研修を行った。
　また、職員研修のオンライン配信の環境整備支援などを継続して実施している。

課題 期末
　Web会議に参加する職員に対する研修、ルールの周知が必
要。

　第１回のデジタル化推進会議に引き続き、第２回のデジタル化推進会議もオン
ラインにて開催した。また、令和8年2月に実施したシティープロモーション課の会議
では、オンライン配信の環境整備支援を行うなど、全庁的にオンライン会議が浸透
するように支援を継続している。

目標 中間

期末

10月具体的な活動

B

A

基本目標 1 サービス力の向上
主担当部署
デジタル推進課

デジタル技術の活用による業務改善

取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

連携部署

Ｗｅｂ会議の推進

➢本庁と総合支所・支所・出張所間にＷｅｂ会議が行える環境を整備し、移動時間の削減による業務の効率化

や災害時等における情報収集の迅速化を図ります。

令和7年度の取組目標・課題

Web会議のルー
ルや手法の周知

推進項目

取組項目

取組内容

（２）

③

2024年度 2025年度2023年度 2026年度 2027年度

1月

Web会議の開催

11月6月 7月 8月 9月4月 5月 12月

参加者に対する
研修・周知

庁内会議におけるＷｅｂ会議の積極利用

Ｗｅｂ会議環境の整備

５
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クラウド利用時間
等の把握と利用
停止期間の設定

2027年度

10月 11月 12月 1月 2月6月 7月 8月5月 9月

目標 中間
　令和７年１月より稼働開始した標準システムの安定稼働 　稼働当初、不具合等が多々あったが、打合せを密に行い、現在は安定的に稼

働している。クラウド利用料についても月１回、メンテナンス日に一部サーバを停止
したりし、利用料抑止をはかっている。
　11月末にリフトシフトするシステムもあり、クラウド利用料が上がる要因があるた
め、更なる利用料抑止策を図る必要がある。

課題 期末

中間

B

期末

取組内容

➢情報システムに係る経費や業務負担を軽減し、かつセキュリティ水準の向上や災害に強いシステム基盤を構
築するため、国が準備するガバメントクラウド※上に標準化・共通化された仕様に対応したシステムを構築し
ます。
➢令和６年12月に現行システムが更新期限を迎えることから、「岩国市基幹系システム移行計画」に沿って、
調達・移行作業を進めていきます。

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

推進項目 （２） デジタル技術の活用による業務改善 連携部署

基幹系システム使用部署
取組項目 ④ 情報システムの標準化・共通化

基本目標 1 サービス力の向上
主担当部署
デジタル推進課

　ベンダーを変更し標準システムへ移行した為、移行時の不具合
や運用変更によるオペレートの不具合が発生している。また、クラウ
ド利用料が高額になっている。

2025年度2024年度

A

具体的な活動 4月

　11月末にリフトシフトしたシステムを含め、安定稼働している。今年度、基幹系プ
リンタの入れ替えが発生したが、大きなトラブルなく順調に進められた。
　クラウド利用料については、クラウドへ移行したシステムと来年度９月にシフトする
システムの環境構築が始まり、若干上昇傾向となっているが、引き続き、利用料を
抑止するためサーバ停止等の取組を行っていく。

2023年度 2026年度

3月

不具合対応

ガバメントクラウド移

標準化・共通化へ対応

RFI、RFP

標準化・共通化環境で運用

６
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➢テレワークの本格導入に向けて、これまで実施してきたテレワーク実証実験の結果を踏まえ、職員の勤務環
境等に関するルール作りを行います。
➢在宅勤務のほか、業務継続等の観点におけるサテライトオフィス※やモバイルワーク※といった勤務場所に
とらわれない柔軟な働き方の実現を目指した環境づくりを推進します。

3月具体的な活動 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

基本目標 1 サービス力の向上
主担当部署

職員課・デジタル推進課

推進項目 （２） デジタル技術の活用による業務改善 連携部署

取組項目 ⑤

取組内容

テレワークの活用

A

B

1月 2月

運用基準の策定

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

　テレワークを行う職員の外部とのコミュニケーションの取り方、勤怠
管理や業務進捗管理などの課題解決を図りながら、対象業務や
対象職員の選定を行う必要がある。【職員課】
　デジタルツールを活用しようとする職員の意識改革が必要であ
る。勤務条件、機器等の状況により、個別具体的な対応を必要
とする。【デジタル推進課】

　テレワークできる機器を本庁６階の全正規職員、１階から４階に在籍する正規
職員の９割に配布した。【デジタル推進課】

　テレワーク試行実施について、アンケート結果の分析を行い、改善方法等の検討
を行った。【職員課】

業務プロセスの見
直しやチャットツー
ルの活用

本格実施に向け
た運用基準の検
討・策定

2027年度

目標 中間
　これまで実施してきたテレワークの試行結果も踏まえ、本格実施
に向けた運用基準の策定を進める。令和７年度には対象部署を
拡大して、再度、試行実施を行い、令和８年度の本格実施を目
指す。【職員課】
　本格実施に向けた運用基準の策定を進める。対象部署を拡大
して、再度、試行実施を行う。業務プロセスの見直しやチャットツー
ルの活用による職員間のコミュニケーションの活性化、資料の電子
化による業務のペーパーレス化に努める。【デジタル推進課】

　テレワークできる機器の配布は、本庁１階から４階に在籍する職員の８割程度
完了している。今年度末には本庁に在籍する職員の８割程度の配布を目指す。
【デジタル推進課】
　昨年度より対象部署を拡大して（対象者数約3.5倍）、テレワーク試行実施を
行った。今後は、アンケート結果を集約して、改善方法等の検討を行い、令和８
年度からの本格実施に向けて、具体的な運用方法を検討していく。【職員課】
　　　実施者数　13部署　延べ46人（対象者数141人）

課題 期末期末

中間

テレワークの試行
実施

テレワーク実施に向けたルールづくり

テレワーク実施に向けた環境づくり

テレワークの積極的な活用

７
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取組項目

（２） デジタル技術の活用による業務改善 連携部署

中間

2026年度

3月

出先ネットワークの
構築

9月 10月 11月 12月 2月具体的な活動

B

A

　新基盤対応端末配布の促進 　端末配布について、本庁１階から４階に在籍する職員の８割程度完了してい
る。今年度末には本庁に在籍する職員の８割程度の配布を目指す。
　総合支所については、一部ネットワーク構築を行い、端末配布を行った。

課題

主担当部署
デジタル推進課

期末

推進項目

➢現行システムにおける課題を洗い出すとともに、今後の職員の働き方にあったシステム基盤を構築するた
め、「岩国市情報システム最適化計画」に沿って、各情報システムの環境の整備を行います。
➢情報システムの環境整備にあわせて、「岩国市情報セキュリティポリシー」を適宜見直していきます。

取組内容

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）
目標 中間

⑥ 情報システム環境の改善・セキュリティの強化

基本目標 1 サービス力の向上

期末
　総合支所・支所等出先のネットワークの構築が終わっていない。
　また、運用時の不具合が発生している。

　端末配布について、端末構築時に不具合が多発しているものの、本庁に在籍す
る職員の８割程度の配布を行った。
　総合支所・支所等の出先ネットワークも構築を終え、来年度は出先職員への配
布を予定している。

不具合の対応

5月 1月6月 7月 8月4月

2023年度 2024年度 2025年度 2027年度

情報システム基盤の更新

情報セキュリティポリシーの見直し

８
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　民間委託の検討には、現在の業務の見直しを行う必要があるこ
とから、担当課の理解、合意形成、予算の確保等が必要となる。

　民間委託の推進に向け、ワーキンググループでのヒアリングや近隣自治体の視察
を踏まえ、証明書発行業務の窓口やおくやみ窓口の開設について検討を開始し
た。また、市立保育園・幼稚園では外部委託を実施し、保育士の業務負担を軽
減する効果が確認された。さらに、地域ごとの予算化について検討したが、各園の
特性により集約は困難であることが判明した。これらの取組により、民間委託による
業務改善の方向性を具体化し、今後のサービス向上に向けた課題を整理すること
ができた。

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

期末

B

取組内容

ア 窓口業務の民間委託

課題 期末

➢民間事業者の知見やＢＰＲの手法を活用し、業務の棚卸しや業務分析を行い、市が担うべき役割を明確にし

た上で、民間活力を有効活用することにより、市民サービスの向上と業務の簡素化・効率化を図ります。

取組細目

➢窓口サービスの最適化を効果的に推進するため、市民窓口や福祉窓口の業務について、業務の棚卸しや業務

分析を行った上で、民間事業者の知見やＢＰＲの手法の活用に向けた検討を行います。

12月

基本目標 1 サービス力の向上
主担当部署
行政改革室

取組内容

目標 中間 中間

　ワーキンググループを活用したヒアリングから業務として民間委託で
きるものが無いか検討を進める。民間委託によりサービスの向上と
業務改善が見込めるものについては積極的に検討を行う。
　また、今年度実施する予定の保育園及び幼稚園における外部
委託の支援を行う。

　ワーキンググループ（窓口最適化検討会議）を活用した課題のヒアリングに加
え、代表電話のコールセンター化の検討などを行った。また、証明書発行業務を委
託により運営されている近隣自治体を視察した。

B

推進項目 （３） 民間活力の有効活用 連携部署
市民課・保険年金課・障害者
支援課・高齢者支援課・こども
家庭課・保育幼稚園課・職員
課・総務課

取組項目 ① 民間委託の推進

3月9月 2月5月 1月10月 11月8月具体的な活動 4月 6月 7月

民間委託が可能な
業務の整理及び選
定と所管部署への
勧奨

2024年度 2025年度 2026年度2023年度 2027年度

業務の棚卸し及び業務分析

窓口業務の民間委託を検討

検討に基づく取組実施

９
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期末

1月

　令和８年４月の委託運営開始に向けて、支援員・補助員の確保などの準備が
進んだ。

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

3月2月11月 12月9月 10月

主担当部署
保育幼稚園課

取組項目 ① 民間委託の推進

推進項目 （３） 民間活力の有効活用

基本目標 1 サービス力の向上

連携部署

職員課

➢民間事業者の知見やＢＰＲの手法を活用し、業務の棚卸しや業務分析を行い、市が担うべき役割を明確にし
た上で、民間活力を有効活用することにより、市民サービスの向上と業務の簡素化・効率化を図ります。

放課後児童教室運営業務の民間委託イ

　５月に公募型プロポーザル方式により事業者を募集し、８月に企画提案書を特
定した。９月に契約締結し、これから委託運営に向けた準備を進める。

中間

➢放課後児童教室の充実を図るため、運営業務について民間委託を推進します。

目標

取組内容

令和7年度の取組目標・課題 取組結果

取組細目

取組内容

中間

A

取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

　岩国・平田及び玖西地区の放課後児童教室の更新に加え、
灘・中洋・通津・由宇・由西の放課後児童教室について、令和８
年４月から民間委託による運営を開始するため、その準備を進め
る。

　民間委託後も円滑に運営を行うための支援員・補助員の確
保。

A

課題 期末

委託運営に移るた
めの準備

委託事業者の選
定

6月 7月 8月具体的な活動 4月 5月

放課後児童教室

運営業務について

民間委託を拡充

導入効果を検証し民間委託を推進
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○令和7年度

○年度計画

取組細目

取組内容

課題

令和８年度以降
の環境事業所業
務検討

5月

目標
　令和８年度以降の環境事業所業務について、今後の人員配
置、人員数を勘案し民間委託の時期、業務の選定等、検討して
いく。【環境事業課】

　清掃施設における職員配置５か年計画書（R5～R9）に基づ
く事業実施と計画の更新【環境施設課】

4月

　今後の人員配置や受託先の業務遂行の有無も含め委託可能
となる業務の検討が必要となる。【環境事業課】

　技能労務職員の退職者不補充の方針のため、不足する職員
数に応じて民間委託を進めていく上で、安定的な施設運営ができ
るように適正に清掃施設の職員配置をしていくこと。【環境施設
課】

基本目標 1 サービス力の向上
主担当部署

環境事業課・環境施設課

取組内容 ➢民間事業者の知見やＢＰＲの手法を活用し、業務の棚卸しや業務分析を行い、市が担うべき役割を明確にし
た上で、民間活力を有効活用することにより、市民サービスの向上と業務の簡素化・効率化を図ります。

B

12月 3月具体的な活動

ウ 環境整備業務の民間委託

6月 7月 8月

➢技能労務職員については、岩国市定員管理計画において、退職者不補充の方針が示されていることから、将
来にわたり適切なサービスを維持できるよう、環境整備業務について引き続き民間委託を推進します。

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

9月

推進項目 （３） 民間活力の有効活用 連携部署

職員課
取組項目 ① 民間委託の推進

５か年計画書
（R5～R9）の
更新

日の出公園運営管理
業務を指定管理者制
度に向けた事務処理

2026年度2023年度 2024年度 2027年度2025年度

10月 11月

中間

期末

B

中間
　今後の配置職員の推移をもとに、不足する職員数に応じた業務量を民間委託
へ移行する内容について、精査している。【環境施設課】

　直営による布類（資源品）の収集運搬業務について、令和8年度から民間委
託を行えるよう調整している。引き続き、民間委託を行える業務を精査する。【環
境事業課】

期末
　令和８年度より直営で実施していた布類（資源品）の収集を民間委託で実
施する。
　引き続き民間委託を行える業務を精査し、受託先の業務遂行の有無も含め検
討及び調整を行う。【環境事業課】

・清掃施設における職員配置５か年計画を更新（R7～R11）した。
・令和８年度から日の出公園の運営管理業務を指定管理へ移行する。
・その他業務については、今後の配置職員の推移をもとに、不足する職員数に応じ
た業務量を民間委託へ移行する方針を提示し、課題や問題点について検討・協
議をしている。【環境施設課】

1月 2月

環境整備業務について民間委託を検討

検討に基づく取組実施

日の出公園の運営管理業務を指定管理者制度へ

サンライズクリーンセンターの計量・プラット業務を民間委託

11



○令和7年度

○年度計画

2027年度

11月 12月 1月 2月

プロポーザル方式
による業者選定の
実施

目標 中間
　令和５年度から委託を開始している１施設に加え、令和８年
度より5施設においても調理業務の民間委託を実施するための取
り組みを行う。
　令和７年中に関係保護者への説明及びプロポーザル方式によ
る業者選定を行い、準備期間を経て民間委託を実施する。

　５月に公募型プロポーザル方式により事業者を募集し、８月に企画提案書を特
定した。９月に契約締結し、これから委託運営に向けた準備を進める。

課題 期末

中間

A

期末

6月 7月 8月5月

　民間委託以降も、給食提供におけるサービスが向上する内容と
なるよう進めていく必要がある。

　令和８年４月の委託運営開始に向けて、調理員の確保などの準備が進んだ。

➢技能労務職員については、岩国市定員管理計画において、退職者不補充の方針が示されていることから、将
来にわたり適切なサービスを維持できるよう、調理業務について引き続き民間委託を推進します。

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

取組内容

取組内容

エ 調理業務の民間委託

➢民間事業者の知見やＢＰＲの手法を活用し、業務の棚卸しや業務分析を行い、市が担うべき役割を明確にし
た上で、民間活力を有効活用することにより、市民サービスの向上と業務の簡素化・効率化を図ります。

取組細目

推進項目 （３） 民間活力の有効活用 連携部署

職員課
取組項目 ① 民間委託の推進

基本目標 1 サービス力の向上
主担当部署
保育幼稚園課

2025年度2024年度

A

具体的な活動 4月

2023年度 2026年度

3月

関係各所への説
明

9月 10月

移行準備

給食調理等業務について

民間委託を導入
導入効果を検証し民間委託を推進
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○令和7年度

○年度計画

A

A

1月 2月

指定管理者制度
運用ガイドラインを
公開する

2023年度

8月 3月

　今後、指定管理者の更新や新規に指定管理を導入する際に
は、依頼する内容をあらかじめ詳細に要求水準として明示するとと
もに、要求水準に基づく評価となるよう、全ての対象施設において
業務仕様書の見直しを実施していく必要がある。

　「指定管理者制度運用ガイドライン」に基づき、指定管理者制
度が有効に機能するよう検討しながら制度の運用を図る。
　今年度に指定管理者を更新又は新規導入する施設について、
業務仕様書（要求水準書）により市が指定管理者に求める
サービスの内容や水準を明確にする。
　合わせて、モニタリング評価についても、業務仕様書の内容に沿っ
た管理運営となっているか評価を行い、管理運営の改善につなげ
る。

　今年度末に指定期間を満了する更新施設について要求水準を定めた仕様書
（案）の作成を行った。今後は仕様書に基づいた業務に対する指定管理料を決
定し、最終的な仕様書を確定する予定である。
　モニタリング評価については、仕様書に定めた業務が行えたかの基礎資料を作成
し、それに基づく評価を実施した。また、指定管理者からの提案についても評価項
目に取り入れた。
　指定管理者制度の理解が深まるよう、よくある相談内容等を踏まえて「指定管
理者制度運用ガイドライン」を改正した。
　今後は、庁内研修や指定管理者への制度説明を行い、より制度に対する理解
を深める予定である。

2027年度

12月9月 10月 11月

2025年度 2026年度

7月

2024年度

課題 期末期末

今年度募集施設
の業務仕様書の
見直し

具体的な活動 4月 5月 6月

指定管理者のモニタ
リング評価の実施と
管理運営の改善

　これまで実施してきた業務や、施設に必要となる業務を洗い出し、施設ごとの要
求水準を適切に定めた仕様書により、非公募にて指定の手続まで完了した。
　また、指定管理者に、指定管理者制度について、改めて理解を深めてもらうため
の「指定管理のしおり」を作成するとともに、10月には、この「指定管理のしおり」
や、「指定管理者制度運用ガイドライン」の改正ポイント及び指定管理者選定の
流れを説明する庁内向けの研修会を開催した。

取組内容

指定管理者制度の活用推進

➢公の施設の管理運営に、民間のノウハウを幅広く活用し、多様化する市民ニーズに効率的かつ効果的に対応

し、市民サービスの向上や経費の節減等を図るため、更なる指定管理者制度の活用推進に努めます。

中間目標 中間

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

基本目標 1 サービス力の向上
主担当部署
施設経営課

推進項目 （３） 民間活力の有効活用 連携部署

施設所管部署
取組項目 ②

施設の管理運営

手法の検証

検証結果に基づく対応方針の検討 検証結果に基づく対応方針の検討
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○令和7年度

○年度計画

集会系施設等の
関係団体との協
議

地域づくり拠点施
設の整備

地域づくりワーク
ショップの開催

基本目標 2

①地域づくり協働推進計画に基づき、地域づくりワークショップ等、
住民と行政の協働による地域課題の解決に向けた取り組みを推
進する。
②地域の多様な主体による話し合いの場、学習の場となる地域づ
くり拠点施設の整備を進める。
③公共施設アクションプログラムに基づき、集会系施設等の関係
団体（指定管理者、無償貸借契約者）との今後の方向性につ
いて協議を進める。

①地域が抱える課題と住民が主体的に実施している取組を整理
し、優先的に実施すべき事業を総合的に検討することが必要であ
る。
②今後も地域づくり拠点施設を維持・保全していくため、地域の意
見調整と整備費の財源確保が課題となっている。
③地元との協議を進める中、譲渡による支援や施設の再編など、
地元の理解を得ていく必要がある。

令和7年度の取組目標・課題

地域力の向上

取組内容

➢地域の支えあいによるまちづくりを推進するため、地域課題の解決が図られるよう、地域活動の担い手の育
成に引き続き努めるとともに、住民主体の取組に対する支援に努めます。
➢公共施設個別施設計画に基づき、集会系施設（集会所・住民ホール・学習等供用会館）、社会教育系施設
（公民館）、行政系施設（出張所）等の地域に密着した公共施設について、地域づくりの拠点となるよう取り
組みます。

推進項目 （１） 地域によるまちづくりの推進

主担当部署
地域づくり推進課

生涯学習課・施設経営課
取組項目 ① 地域づくり支援機能の強化

連携部署

①地域づくりワークショップについては、市政懇談会を通じて各地域の取組意向を
確認したが、新規の実施に至らなかった。
②横山地区については、地域づくり拠点施設である岩国高校記念館の耐震改修
工事を令和８年度の完成に向けて取り組んでいる。御庄地区については、ワーク
ショップでまとまった地元の意見を組み入れた実施設計を行う。
③アクションプログラムに基づき、集会系施設等の関係団体との協議を進めている。
これまでは、主に自治会⾧に説明をしているが、引き続き、意向確認を行うと共
に、団体からの要望に応じて地区の集会等でも説明を行っていく。

B

課題 期末期末
①地域づくりワークショップについては、装港地区において、小学校の跡地活用に関
するワークショップを実施した。
②横山地区については、地域づくり拠点施設である岩国高校記念館の耐震改修
工事を令和８年度の完成に向けて取り組んでいる。御庄地区については、ワーク
ショップでまとまった地元の意見を組み入れた実施設計を行った。
③アクションプログラムに基づき、集会系施設等の関係団体との協議を進めている。
二鹿集会所は自治会に譲渡が決まるなど成果もあり、その他の施設についても引
き続き譲渡の意向確認を行うと共に、関係団体からの要望に応じて地区の集会
等でも説明を行っていく。

具体的な活動 4月 5月 6月 7月

B

1月 2月8月 3月9月 10月 11月 12月

取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）
目標 中間中間

2027年度2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

地域密着型公共施設の方向性に基づく取組実施支援制度の充実

地域密着型公共施設の方向性に基づく取組実施
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○令和7年度

○年度計画

①地域づくり協働推進計画に基づき、市民活動団体の育成支援
や参画しやすい環境づくりを推進する。
②みんなの夢をはぐくむ交付金等の活動支援事業の拡大と、交付
金利用団体の自立を支援していくため、制度の周知や相談体制
の充実に努める。
③市民活動団体をはじめとする多様な主体との連携・協働や、ボ
ランティア活動、社会貢献活動を推進するため、いわくに市民活動
支援センターによる支援充実を図る。

①市民活動支援センターでは、中山間地域に関わる講座や、団体の自立に向け
た講座を行っている。1月には市民活動団体による市民活動カフェを開催する予定
である。
②みんなの夢をはぐくむ交付金は、申請について適切な指導助言を行った結果、
28団体に対して交付決定を行った。申請に際しての指導助言は、市窓口と市民
活動支援センターの双方で連携をとり、実施している。
③市民活動支援センターへの団体登録は増加傾向にある。また、ボランティアをし
たい学生と市民活動団体とのマッチングも増加傾向にある。引き続き、市民活動
支援センターによる団体のサポートを実施していく中で必要な支援を研究していき
たい。

連携部署

取組項目

取組内容
➢みんなの夢をはぐくむ交付金を活用した協働事業が広く実施されるよう、制度の周知や協働事業実施のため
の相談体制の充実に努めます。
➢市民活動団体をはじめとする多様な主体との連携・協働を推進するため、市民活動パートナー制度等いわく
に市民活動支援センターの機能充実に引き続き努めます。

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）
目標 中間

② 多様な主体との連携・協働の推進

基本目標 2 地域力の向上

推進項目 （１） 地域によるまちづくりの推進

主担当部署
地域づくり推進課

B

1月 2月

中間

期末

B

3月8月 9月 10月 11月 12月

課題 期末
①みんなの夢をはぐくむ交付金の活用後、活動団体の自立にむけ
た相談体制については、いわくに市民活動支援センターの機能強
化が必要。
②若者や中山間地域の市民活動への参画を支援する仕組みづく
りが必要。

・みんなの夢をはぐくむ交付金は、平成24年の交付金事業開始から最多の28団
体が事業を実施した。2月には新年度に向けた説明会も実施した。
・市民活動支援センターへの団体登録は、前年より1団体減少し、120団体となっ
た。また、市民活動団体の活動について紹介する市民活動団体パネル展には41
団体が参加、１月に開催した市民活動カフェには40団体が参加し、市民活動の
活発さが感じられた。市民活動カフェには、学生ボランティアとして市内の高校生8
人が参加し当日の運営をサポートした。来場者は1,700人（前年比1.1倍）と
なり、とても活気あるイベントとなった。

2026年度 2027年度

いわくに市民活動
支援センターの機
能強化

市民活動パート
ナー制度の利用
促進

みんなの夢をはぐく
む交付金の活用
促進

具体的な活動 4月 5月 6月 7月

2023年度 2024年度 2025年度

いわくに市民活動支援センターの充実協働事業の推進

いわくに市民活動支援センターの充実
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○令和7年度

○年度計画

　広報紙については、発行回数の見直しを行い、9月１日号から月１回発行に変
更した。併せて、掲載内容や紙面レイアウトの再編を実施した。
　ホームページについては、スマホ版も含めて、表示が見やすくなるよう、レイアウトの
変更などの検討を行っている。

中間

2023年度 2024年度

広報紙の発行回
数や紙面案の見
直し

12月4月 11月9月 10月7月 8月

基本目標

ア 効果的な広報の推進取組細目

3月

➢市政に関する情報を迅速かつ分かりやすく発信するとともに、多様な広報媒体を活用して積極的な情報公開
を推進します。

連携部署

デジタル推進課
取組項目 ① 効果的な情報発信の推進

推進項目 （２） 情報発信力の強化と市民ニーズの把握

取組内容

目標

➢ホームページや広報紙等の広報媒体を効果的に活用し、市民にとって分かりやすく伝わりやすい情報発信に努めること
で、市民との情報共有を図ります。
➢市民が市政情報にアクセスしなくても、情報を受け取ることができるプッシュ通知機能を備えた広報媒体を活用し、市
民に必要な情報をタイムリーに届けられる環境、市民が知りたい情報にいつでもアクセスできる環境を整備します。

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

1月 2月具体的な活動

中間

・市民に分かりやすく伝わる広報紙となるよう、発行回数や紙面を
見直す必要がある。
・タイムリーな情報が多くの市民に届けられるよう、公式LINE登録
者数を増加させる必要がある。

　月１回発行に変更した広報紙については、より分かりやすい紙面となるよう、掲
載内容を検討し、レイアウトを工夫するなどの取り組みを継続して行っている。
　ホームページについては、スマートフォンでより使いやすくするために、スマートフォン
画面の「検索」「メニュー」「言語」ボタンの位置を上部に固定するとともに、ホーム
ページ全体の配置についても変更した。
　公式LINEの普及に関しては、チラシを作成し、転入者や子育て世帯などに配布
するなどの登録勧奨を行い、現在も登録者数が増加している。令和７年度末の
登録者数は18,741人で、前年度比は106.6％である。

課題 期末 期末

A

・広報紙、ホームページ、LINEなどの複数の広報媒体を組み合わ
せ、効果的な広報活動を行う。
・LINE公式アカウントの普及を図り、市民に対して、タイムリーに情
報を届けられる体制を強化する。 A

2 地域力の向上

取組内容

公式LINEの普及
啓発

2025年度 2026年度 2027年度

5月

広報紙、ホームペー
ジ、公式LINEを活用
した市政情報の発信

主担当部署
秘書広報課

6月

プッシュ通知機能を備えた広報媒体の効果的な活用
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○令和7年度

○年度計画

　ホームページにおけるアクセス数が比較的多い、「入札・契約」情報について、山
口県オープンデータカタログサイトに掲示した。引き続き、ホームページのアクセス数
が比較的多い情報について、公開データの追加の検討を行う。

具体的な活動 12月 1月11月4月 9月 10月6月 7月 8月

課題 期末
　データを所管する部署の理解と協力が必要である。 山口県オープンデータカタログサイト、広島広域都市圏・広島県オープンデータポー

タルサイトに次のコンテンツの情報を登録した。引き続き、公開可能なデータの追加
の検討を行う。
・岩国市公衆トイレ一覧:リンク先URLを設定
・ボーリング柱状図等:リンク先URLを設定
・学校給食献立情報:集約的な公開は行っていない旨を記載

期末

主担当部署
デジタル推進課

連携部署

取組細目

情報発信力の強化と市民ニーズの把握

イ オープンデータの推進

➢市政に関する情報を迅速かつ分かりやすく発信するとともに、多様な広報媒体を活用して積極的な情報公開

を推進します。

基本目標 2 地域力の向上

推進項目 （２）

取組内容

取組項目 ① 効果的な情報発信の推進

取組内容

目標 中間

➢オープンデータを推進することにより、市政の透明性や信頼性の向上を図るとともに、多様な主体による

データの活用を促進し、官民協働による行政サービスの提供や改善につなげます。

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

中間

B

A

　オープンデータの活用事例の調査・研究を行い、公開データの追
加を行う。また、公開データの更新を行う。

活用事例の調査・
研究

3月5月 2月

2026年度2023年度 2024年度 2025年度

カタログサイトへの
登録

所管部署への提
供依頼・公開デー
タの編集作業

2027年度

ガイドラインに基づき各種公共データの公開

多様な主体によるデータ活用の促進
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○令和7年度

○年度計画

➢市民満足度調査を引き続き実施することにより、市民ニーズを的確に把握し、市政に対する市民の理解と共
感が得られるよう努めます。
➢質問項目や調査方法等について、継続性も考慮した上で見直しを行うとともに、調査結果を市の施策等によ
り一層反映するための改善を図ります。

3月具体的な活動 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

中間

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

基本目標 2 地域力の向上
主担当部署
政策企画課

推進項目 （２） 情報発信力の強化と市民ニーズの把握 連携部署

取組項目 ② 市民満足度調査の活用

取組内容

B

1月 2月

入札・契約等

次年度以降の調
査内容や活用方
法の検討

2023年度 2024年度 2025年度

調査の実施

2026年度

目標 中間
・写真等を効果的に活用し、調査対象者に市の取組が伝わる資
料を作成する
・調査結果の分析を的確に行い、分析したデータを市の施策立案
に活用する A

・市の取組を効果的に伝えるため、イメージしやすい資料を作成するとともに、回答
率の向上を目指して、回答用紙には回答促進が期待されるアイボリー色を採用し
た。

・公表にむけて、市民からの回答の集計及び分析を進めている。

課題 期末 期末
・10代から80代までの幅広い年齢層に対し、市の取組を分かりや
すく伝えること
・調査結果に対し、社会情勢も踏まえた分析を行うこと

・市の取組がイメージしやすい資料や回答用紙色を検討し調査を実施した結果、
今年度の回収率は前年度の36.5％から37.8％に上昇した。

・過年度の調査結果と比較して大きな動きのあった項目については、他市の状況も
踏まえた分析を行った。また、これまでと同様に、各施策の検証・立案に活用するた
め、各項目の満足度を属性別（性別・年代別・居住地域別）に整理した資料を
作成した。

2027年度

調査結果の集計・
分析

集計・分析結果の
公表

調査の実施、結果の分析

調査結果の公表、施策への反映

総合満足度57.0％ 総合満足度57.2％ 総合満足度57.8％総合満足度57.6％総合満足度57.4％
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○令和7年度

○年度計画

➢１,２年目の職員に対してＯＪＴを重点的に実施することで、若手職員の早期戦力化に取り組みます。
➢職員の主体的な業務遂行や能力開発を促進するため、将来に向けた明確なキャリア形成や政策形成・課題解
決能力の向上等につながる研修を実施します。

3月具体的な活動 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

中間

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

基本目標 3 人材・組織力の強化
主担当部署

職員課

推進項目 （１） 職員の意識改革と人材育成の推進 連携部署

取組項目 ① 職員のキャリア形成に沿った人材育成

取組内容

A

1月 2月

職員研修計画の
重点項目に係る
取組の推進

2023年度 2024年度 2025年度

人材育成基本方
針の見直し

2027年度2026年度

目標 中間
　職員研修計画の重点項目である①自己学習の促進、②OJT
を中心とした若手職員の早期育成、③デジタル化を推進する人材
の育成、④窓口対応能力の更なる向上に資する研修の実施、⑤
人材マネジメント力の育成に資する研修の実施に係る取組を推進
する。
　また、DXへの対応など時代に即した人材育成に向けて、人材育
成基本方針の見直しを行う。

A

・職員研修計画に基づき、研修を実施した。
・自主研究グループは３グループが活動中。資格取得による自己啓発助成申請
は５件あり、自己啓発の意欲向上につながっている。
・４月に新規採用職員育成強化研修を実施し、職場研修（OJT）のポイントや
必要なスキルの修得を図った。
・人材育成基本方針見直しの参考とするため、職員意識調査や若手職員の座
談会を実施。今後、意見を整理し、方針へ反映していく。
　　　座談会　9/24開催　10人参加

課題 期末 期末
　職員の研修への参加意欲や主体性が研修効果に表れることか
ら、人事評価における自己評価、目標設定、面談等を通じて、職
員の意識改革や向上心の醸成を図るとともに、自己学習に取り組
む意欲の増進を図る必要がある。

・職員研修計画に基づき、研修を実施できた。
・10月にマイナンバーとマイナンバーカードの取扱い基礎研修を実施し、マイナン
バーの全体像と留意点について学んだ。
・11月に公務員倫理研修を実施し、コンプライアンス意識の向上を図った。
・１月に接遇スキル向上研修を実施し、クレーム対応について学んだ。
・自主研究グループは３グループが活動中、資格取得による自己啓発助成申請
は13件あり、自己啓発の意欲向上につながっている。
・職員意識調査や若手職員座談会により、職員の考えやニーズを把握し、新たな
人材育成・確保基本方針の内容に盛り込んだ。

ＯＪＴによる若手職員の早期戦力化

キャリア形成等に資する研修の実施
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○令和7年度

○年度計画

・人事評価制度については、職員の評価結果への納得性を高めるとともに、評価
結果が職員の処遇に、より適切に反映されるよう職員組合とも協議を重ね、令和
８年度の人事評価実施要領から、新たな処遇反映基準表（業績評価・総合
評価）を導入する。

3月具体的な活動 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

推進項目 （１） 職員の意識改革と人材育成の推進

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

連携部署

取組項目 ② 人事評価制度を活用した人材マネジメントの推進

取組内容
➢人事評価制度における個人目標と組織目標の関連付けや上司との面談等のコミュニケーションを通じて、人
材マネジメントを推進していきます。
➢人事評価制度の運用状況の検証を踏まえた見直しを図り、組織への貢献度の見える化や人材育成に活用する
ための取組を行います。

基本目標 3 人材・組織力の強化
主担当部署

職員課

A

1月 2月

人事評価制度の
実施

人事評価制度の
見直しに向けた検
討

2023年度 2024年度 2025年度

人事評価制度の
研修の実施

2026年度 2027年度

　評価結果の処遇反映について、原資となる勤勉手当の配分方
法の見直しや、職員の昇格基準の見直しなど、制度の大幅な改
正が必要となる。

中間
　人事評価における目標設定や評価結果を踏まえた面談等を通
じ、職員の能力を最大限に引き出し、発揮させ、職員の成⾧を組
織力の向上につなげていく。また、人事評価結果の処遇反映につ
いて、職員のモチベーション向上につながるような制度への見直しに
向けた検討を行う。 A

　４月に、人事評価への向き合い方を学んでもらうため、被評価者研修を実施し
た。また、新任評価者を対象に、組織内コミュニケーションを活性化させる方法など
演習を交え、評価者研修を実施した。
　目標設定や期首面談、中間面談の実施について、随時ポータル掲示板を利用
して周知を行った。
　人事評価結果の処遇反映について、６月の期末勤勉手当の支給明細書にお
いて、前年度の業績評価ランクや成績率を記載し、人事評価結果の期末勤勉手
当への反映状況を見える化した。

課題 期末 期末

中間目標

人材マネジメントの推進

人事評価制度の見直し
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○令和7年度

○年度計画

2月

2027年度

働き方改革の推進

3 人材・組織力の強化

8月 9月 10月 12月

課題 期末 期末
　市民サービスが低下しないように職員の働き方改革を進めていく
必要がある。

基本目標

取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）
目標 中間

職員課

推進項目 （１） 職員の意識改革と人材育成の推進 連携部署

人権課・行政改革室・デジタ
ル推進課取組項目 ③

主担当部署

職員の働きやすい
環境づくり

11月

窓口開庁時間短
縮の検討

3月

中間

令和7年度の取組目標・課題 取組結果

取組内容
➢男女問わず全ての職員が生き生きと活躍できる組織を目指し、特定事業主行動計画に基づく各種取組を実施
していきます。
➢職員の地域・社会貢献活動などへの参加を推進し、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、テレワークな
どの多様で柔軟な働き方へ対応していきます。

　今年度のフレックスタイム制の利用者は６人、利用申請件数は、延べ39件と
なった。（２月末時点）利用者のほとんどが、出勤時間を早めた形で利用してい
る。
　窓口開庁時間の短縮については、総合支所・支所を含めた実施検討のため、現
地確認を兼ねたヒアリングを行った。抽出された課題については、令和８年度以降
に整理を行い、実施に向けた検討を進めていく。

B

　令和7年度から導入したフレックスタイム制の利用促進を図るとと
もに、利用状況等を分析し、職員の働きやすい環境づくりを進めて
いく。
　また、市役所窓口の時間帯ごとの対応者数などの分析を行い、
開庁時間の短縮について検討を行う。

A

　フレックスタイム制について周知を行い、職員が働きやすい環境づくりを進めた。
　　　フレックスタイム制利用申請件数　　22件
　また、開庁時間の短縮検討に向けて、本庁１・２階窓口における時間帯ごとの
来庁者数や、開庁時間を短縮することによるメリット・デメリットを確認した。今後
は、窓口開庁時間を短縮することにより想定される課題の抽出と、その対応につい
て検討を行う。

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

1月具体的な活動 4月 5月 6月 7月

特定事業主行動計画に基づく各種取組の実施

特定事業主行動計画の改定、各種取組の実施

多様で柔軟な働き方への対応
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○令和7年度

○年度計画

取組内容

➢定年の引上げを踏まえた新たな定員管理計画に基づき、中長期的な視点に立って職員数を適正に管理してい
きます。
➢令和５年度から段階的に職員の定年が引き上げられることから、知識、技術、経験等が豊富な高齢期職員の
活躍を推進し、組織力の強化を図ります。
➢限られた人員の中で職員の能力を効率的かつ効果的に発揮し、最大限の効果が出るよう、組織間の連携強化
に取り組みます。

3月具体的な活動 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

中間

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）
目標

2026年度

推進項目 （２） 組織の活性化と組織マネジメントの強化 連携部署

取組項目 ① 定員管理の推進

　高齢期における働き方や、役割等を高齢期職員自身が認識
し、意識改革をしていく必要がある。

今年度中に60歳に到達する職員からの意向調査結果を踏まえ、職員がこれまで
の経験を活かせるような配置の検討を行った。

高齢期職員の働き
やすい環境づくり
（研修の実施等）

中間
　60歳を超え、引き続き、フルタイムで働く職員について、これまで
の経験を活かせるような配置を行うとともに、職員のモチベーション
の維持や、やりがいを持って業務に取り組めるような環境づくり（研
修の実施等）を行う。

基本目標 3 人材・組織力の強化
主担当部署

職員課

B

1月 2月

高齢期職員の配
置検討

2023年度 2024年度 2025年度 2027年度

B

　今年度中に60歳に到達する職員に対し、来年度以降の希望調査を行った。
　今年度61歳になる職員に対して、「定年年齢引上げに伴うキャリア研修」への参
加を促した。

課題 期末 期末

定員の適正管理

組織間の連携強化

高齢期職員の活用
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○令和7年度

○年度計画

具体的な活動 4月 5月 6月

2027年度

推進項目 （２） 組織の活性化と組織マネジメントの強化 連携部署

取組項目 ② 優秀な人材の確保による組織の活性化

基本目標 3 人材・組織力の強化
主担当部署

職員課

➢少子化や景気回復に伴う民間企業の採用活動の活発化などにより、職員の人材確保が年々厳しい状況になっ
ていることから、採用に関するＰＲを強化するとともに、採用試験の実施時期や試験内容等の見直しを行い、
優秀な人材の確保に努めます。
➢確保した人材を適正配置することで、組織の活性化につなげ、持続可能な組織体制の構築に取り組みます。

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

取組内容

中間

12月7月 8月 9月 10月 11月

目標 中間
　昨年度策定した「岩国市職員採用実施計画」に基づき試験方
法等を変更して実施する採用試験の状況について分析を行い、
優秀な人材を確保できる方法について、更に検討を進めていく。
　また、次年度以降の人材確保が効果的に行えるよう人材育成
基本方針を見直し、新たに「人材育成・確保基本方針」を策定す
る。

B

　先行枠試験の実施を約２か月早めたことや職務経験者試験にテストセンター方
式を導入することで、これらの試験については受験者数が大きく増加した。しかし、
前期日程や後期日程の受験者数は減少傾向となっており、安定的な人材の確
保に向けて引き続き試験方法等の検討が必要である。
　また、新規採用者確保のため、市内の高等学校への個別訪問や、８月に開催
された、いわくに企業合同就職フェアへの参加により、採用に関するPRを行った。

課題 期末 期末

1月

　職員の人材確保は年々厳しく、特に技術職、資格免許職の確
保が厳しい状況となっていることから、受験者から選ばれるような試
験制度改革と公務員の仕事の魅力発信など、PRの強化が必要
となる。

　試験制度については、試験の早期化、SPI試験の拡大、テストセンター方式の導
入など、次年度以降の受験者数確保の対策として、一定の成果を上げることがで
きた。
　さらに、市内の高校訪問をはじめ、11月に「岩国高校キャリアセミナー講演会」及
び「山口きらめき企業の魅力発見フェア」へ、12月には「「山口で公務員になる」
を、リアルに聞こう!」へ参加し、本市職員の魅力をPRすることができた。また、イン
ターンシップの受け入れについても積極的に行った。
　また、職員の人材確保に向け、「人材育成・確保基本方針」を策定するととも
に、技術職の紹介パンフレットの新規作成や、職員採用ホームページやパンフレット
の更新を行った。

採用試験状況の
分析・実施方法の
検討

A

2月

採用試験の実施

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

3月

採用手法等の検討・見直し
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○令和7年度

○年度計画

8月 9月

目標 中間

2026年度

　4月に新任課⾧級職員24人を対象に、組織目標の重要性と設定方法に関す
る研修を実施し、所属⾧の理解を深めることで、組織として目標達成に向けた意
識を醸成した。また、7月に職員意識調査を実施し、回答率は62.7％（803
人）であった。調査結果を分析し、12月に公表することで、年度内に各所属が職
員満足度向上や組織力強化に向けた取組を推進できるよう基盤を整えた。これら
の取組により、総合計画から個人目標までの方向性の一貫性を確保する仕組み
づくりを構築することができた。

2025年度

職員意識調査

主担当部署
行政改革室

2027年度

　組織目標が、総合計画から、各種計画、部の組織目標、課の
組織目標、そして職員の業績目標（人事評価制度）へと、方向
性が一貫して反映される仕組みとなるよう、4月に新任課⾧級職
員研修を実施するなどして、各所属⾧に組織目標に対する理解と
適切な組織目標の設定を促す。

A

　各所属⾧に組織目標に対する理解と適切な組織目標の設定を促すことを目的
として、新任の課⾧級職員を対象に組織目標の重要性と目標設定についての研
修を実施した。
　また、仕事や職場環境、人材育成・キャリア開発、ワークライフバランス、組織ビ
ジョンなどについてアンケート形式の職員意識調査を実施した。回答率は62.7％
であった（803人/1,280人 ）。今後、回答結果を分析した上で、関係部署と
共有し、各種の施策に活かしていく。

課題

3月具体的な活動 4月 5月 6月 7月

基本目標 3 人材・組織力の強化

推進項目 （２） 組織の活性化と組織マネジメントの強化

運用方法等の見直
し検討

取組内容 ➢職員一人ひとりが、組織としての目標を共有し、その達成に向けて、一丸となって取り組めるよう、組織目
標をより効果的に活用し、組織マネジメントの強化を図ります。

連携部署

職員課
取組項目 ③ 組織マネジメントの強化

10月

期末 期末

11月

中間

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

新任課⾧研修

A

1月 2月

部、課の組織目標・
主な取組目標の設
定及び公表

2023年度 2024年度

12月

　組織目標の達成には、年度末の評価だけでなく、四半期ごとの
定期的な進捗確認と軌道修正の機会を設けるなど、状況の変化
に応じて柔軟に対応する取組が必要である。

組織目標の効果的な活用方法の検討

検討に基づく取組実施
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○令和7年度

○年度計画

2025年度 2026年度 2027年度

制度の周知（研修
会の開催、セルフ
チェックの実施等）

リスクアセスメント・
チェックシートの作
成・配布

2023年度 2024年度

　財務に関する事務は全庁的なものであり、職員一人ひとりが財
務に関する事務のリスクについて意識する必要がある。

A

　財務事務に関するセルフチェック、事務ミス防止研修、リスクチェックシートの配布
を計画どおり実施した。特に、公開羅針盤を活用することで、正規職員だけでなく
再任用職員や会計年度任用職員にも財務リスクへの注意喚起を行うことができ
た。また、財務事務に関するマニュアルリンクを更新し、職員が疑問点を自己解決
できる環境を整備した。これらの取組により、研修参加者の理解度向上やセルフ
チェックの定着が確認され、内部統制強化に向けた基盤を構築できた。

4月 5月 6月 7月 8月 3月具体的な活動 2月9月 10月 11月 12月 1月

　財務に関する事務を対象とした地方自治法に基づく内部統制
制度の導入に向け、事務を行う上でのリスクと対応策等について周
知を図る。具体的には、事務ミス防止研修、庁内事例の共有、リ
スクアセスメント・チェックシートの配布・活用、財務事務のセルフ
チェックを実施する。

A

　正しい知識の獲得とミスの防止を目的とした、財務事務に関するセルフチェックを
実施した。なお、今回から監査編を追加し、全６分野となった。
　　実施期間:8/１~9/30
　　参加人数:延べ852人
　正規職員及び会計年度任用職員を対象に、事務ミス防止研修を実施した。
　　9/25開催　48人参加

課題 期末 期末

取組内容 ➢地方自治法に基づく内部統制制度の導入に向け、「財務に関する事務」を対象として、事務執行の適正化を
図るためのPDCAサイクルを構築し、その運用・検証に取り組みます

目標 中間 中間

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

基本目標 3 人材・組織力の強化
主担当部署
行政改革室

推進項目 （３） 内部統制制度の導入・推進 連携部署

出納室・監査委員事務局
取組項目 ① 内部統制制度の導入・推進

運用及び検証
制度の周知・研修等の実施、

リスク評価シートの検討・作

成

試験運用及びPDCAサイクルの構築
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○令和7年度

○年度計画

取組結果

収税課

推進項目 （１） 自主財源の積極的な確保 連携部署

保険年金課・保育幼稚園
課・下水道課取組項目 ① 市税等の適正徴収の推進

4 財政力の強化基本目標
主担当部署

取組内容
➢徴収機能の専門性を高め、滞納処分の強化等に取り組んでいくことにより、市税等の適正な徴収に努めま
す。
➢書面により行っている金融機関への預貯金等の照会・回答業務について、業務の効率化を図るため、民間
サービスの活用等によるデジタル化を検討します。

3月1月具体的な活動 4月 5月 6月 7月 2月8月 9月 10月 12月

・徴収職員の折衝、実務能力の向上と専門知識の習熟
・デジタル技術を活用できるような既存業務の最適化
 

困難案件の情報
共有と研修会への
積極参加

11月

デジタル技術導入
へ向けた業務改
善の推進

A

中間
・徴収能力の向上のため各職員があらゆる機会を捉え、山口県や地方税共同機
構の研修などに積極的に参加している。個々の職員が滞納処分における実践力、
対応力を習得し、積極的に滞納処分を行っている。
・令和７年７月より預貯金調査サービス「pipitLINQ」の利用を開始した。
・納税者からの口座振替の受付を迅速、かつ、効率的に行うことができる、「Web
口振受付サービス」の導入を検討している。先行導入している山口市と光市を視
察した。

課題 期末 期末

取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）
目標 中間

令和7年度の取組目標・課題

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

・今年度も県内外で様々な研修が実施され、職員の経験年数や能力に応じた研
修へ積極的に参加した。個人だけでなくチームで滞納整理に取り組む体制も強化
され、結果として徴収率の向上に繋がった。
・預貯金調査サービス「pipitLINQ」を活用により、滞納者の資力を効率よく調
査。滞納処分件数が昨年度の２５０件から５５６件へ倍増し、市税の公平な
徴収に貢献した。
・令和8年度より「Web口座振替受付サービス」を導入予定。現在、本市が提携
している指定金融機関のうち、ゆうちょ銀行及び各信用金庫以外の７行が利用
可能となる見込み。時間や場所を問わず申請ができ、職員の負担や書類不備等
によるタイムロスの軽減が期待される。

A

・徴収能力の向上と積極的な滞納処分
・収納業務のデジタル化

滞納整理能力の向上滞納整理能力の向上

デジタル化について調査検討 検討に基づく取組実施
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○年度計画

具体的な活動

　未利用財産の処分・利活用に向けた取り組みがスムーズに行え
るよう、財産所管課と連携し売却や貸付等を実施するとともに、公
共施設廃止後の財産の処分等を円滑に進めるための方策を調
査・検討していく。 B

　令和６年度の普通財産の利活用状況の調査結果について、集計・整理し、売
却や貸付の問合せ等に活用できるよう全庁向けに公開した。
　未利用財産の所管課と連携しながら未利用財産の整理を進め、１物件につい
て、２月実施の普通財産売払いに係る一般競争入札に付す予定である。

課題 期末 期末

5月 6月 7月 8月 3月

　未利用財産の有効活用について、財産所管課の意識の醸成を
図るとともに、財産処分等を検討・実施しようとする際には円滑な
実施に向け必要な助言等を行う必要がある。

A

　未利用財産の所管課と連携しながら未利用財産の整理を進め、1物件につい
て、２月実施の普通財産売払いに係る一般競争入札に付した。
　普通財産の利活用状況について、より活用しやすい集計となるよう、調査項目の
検討を行った上で、令和７年度分の調査の実施をし、また、売却等への流れを整
理した。
　未利用・低利用の公共施設等に係る、利活用に向けての方策について調査研
究を行い、財産所管課に助言を行っている。

4月

2025年度 2026年度 2027年度

9月 10月 11月 12月 1月 2月

市有財産の貸付・
処分に向けた取
組
財産処分の円滑
化に向けた調査・
検討

2023年度 2024年度

取組内容

➢未利用財産については、未利用財産所管課との連携体制をとり、引き続き売却や貸付け等有効活用を図って

いきます。

➢公共施設個別施設計画による廃止施設跡地の有効活用の検討を行います。

➢「財政計画及び財政見通し」に定めた将来のために必要な取組に掲げている「遊休資産の売却・活用」に基

づき売却や貸付け等を推進します。

目標 中間 中間

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

基本目標 4 財政力の強化
主担当部署

施設経営課・財政課

推進項目 （１） 自主財源の積極的な確保 連携部署

未利用財産所管課
取組項目 ② 遊休資産（未利用財産）の売却・活用

効果的な活用の推進
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2025年度 2026年度 2027年度

2月8月 3月
証券会社、市内銀行等
の金融商品に関する情
報収集及び購入の検討

9月 10月 11月 12月 1月

2023年度 2024年度

4月 5月 6月 7月具体的な活動

A

　基金の効率的な運用による収益増加を図るため、証券会社、市内銀行等の金
融商品に関する情報収集を行い、錦帯橋基金及び社会福祉基金において、安
全かつ最も有利な方法により運用できる債券を購入した。

　基金の運用について、より収益性の高い短期の定期預金による
運用を行う。また、国債、地方債等の金融商品を購入するなど、
安全かつ効率的な運用により収益の増加を図る。

A

　基金の効率的な運用による収益増加を図るため、証券会社、市内銀行等の金
融商品に関する情報収集を行った。

課題 期末 期末
　定期預金金利の上昇が見込めることから、短期の運用を中心
に、より収益性の高い金融商品について情報収集及び購入の検
討を行う。また、引き続き⾧期的な運用についても視野に入れ、基
金の今後の積立て及び取崩しを可能な限り的確に見込む。

取組内容
➢基金※の運用については、定期預金金利の上昇が見込めることから、より収益性の高い短期の運用を行いま

す。また、国債、地方債等の債券購入についても引き続き行い、安全かつ効率的な基金運用の推進に努めま
す。

目標 中間 中間

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

基本目標 4 財政力の強化
主担当部署

財政課

推進項目 （１） 自主財源の積極的な確保 連携部署

出納室
取組項目 ③ 基金運用の効率化

効率的な基金運用の推進
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○令和7年度

○年度計画

　各部署によるアクションプログラムに基づく協議及び検討状況や課題について、10
月から11月までにかけて、聴き取り、状況の整理を行った。
　12月末時点で、施設の廃止や譲渡に関して地元等との協議が必要な施設につ
いては、９割以上の施設で協議を開始しており、残りについても令和７年度中に
協議を開始する予定となっている。
　施設保有量の最適化に向けた必要な取組について、公共施設等マネジメント推
進本部会議にて報告を行った。

4月 5月 6月 7月 8月 3月2月9月 10月 11月 12月 1月

2025年度 2026年度 2027年度2023年度 2024年度

エリア別公共施設
アクションプログラム
に基づく取組
取組の進捗状況
の確認

　地域ごとに個別施設の方向性や今後の取組を取りまとめた、「エ
リア別公共施設アクションプログラム」に基づき、施設の譲渡、廃
止、再編・再配置について、地域や関係団体等の方々と協議を
行いながら取組を進める。
　取組の進捗状況や進めていく上で出てきた課題等を確認し、整
理する。

A

　施設の譲渡、廃止や再編・再配置について、地域や関係団体
等の様々な意見、要望に対し、情報提供や丁寧な説明により合
意形成を進めていく必要がある。

A

具体的な活動

　各部署において、順次、協議や問題点の整理を実施している。
　なお、当該取組についての進捗確認の調査を５月及び８月に実施しており、10
月以降に各部署へ取組の状況や進めていく上で出てきた課題等のヒアリングを予
定している。
　また、年度末を目途に実施予定の公共施設等マネジメント推進本部会議にてヒ
アリング結果等を報告する予定としている。

課題 期末 期末

取組内容
➢将来の市民に大きな負担とならないよう、市民ニーズや地域の実情等から本当に必要な公共施設を見極めた
上で、施設の統廃合や集約化・複合化に取り組むことにより、施設保有量の最適化を推進します。
➢公共施設個別施設計画の示す今後の方向性に基づき公共施設の適正配置を進めていくため、地域の方々と協
議しながら地域別公共施設再編行動計画を策定し、計画に基づく取組を実施します。

目標 中間 中間

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

基本目標 4 財政力の強化
主担当部署
施設経営課

推進項目 （２） 公共施設等マネジメントの推進 連携部署

施設所管部署
取組項目 ① 施設保有量の最適化

地域別公共施設再編行動計画の策定 計画に基づく取組実施

公共施設個別施設計画に基づく取組実施
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○令和7年度

○年度計画

　施設の劣化状況や機能性を基にした改修の優先順位や改修内容を示した保
全計画を完成させた。
　施設所管課による日常点検や、法定点検については、漏れがないように予算編
成時期や年度末に向けた周知を行った。法定点検の標準仕様書について、新た
に発行されたガイドラインに沿った仕様書例の変更を行った。

4月 5月 6月 7月 8月 3月2月9月 10月 11月 12月 1月

2025年度 2026年度 2027年度2023年度 2024年度

公共施設保全計
画の策定

日常点検・法定
点検等の実施

　公共施設保全計画の対象施設について、昨年度実施した老朽
化調査の結果や除却施設の評価等に基づき、優先順位を検討
し、財政支出の平準化等を図った上で、工事の実施時期や改修
内容等を定めた保全計画を策定する。
　施設の安全性を確保し、良好な状態に保つため、日常点検や
法定点検等を実施する。

A

　予防保全の観点を取り入れながらも、すでに老朽化している施
設の事後保全を適切に行っていく必要がある。

A

具体的な活動

　昨年度実施した老朽化調査の結果や除却施設の評価等に基づき優先順位や
改修内容の検討を行った。また、改修工事の概算費用の単価設定の検討も行っ
た。今年度末を目標に、優先順位や工事概算費用の確定を行い、保全計画を
完成させる予定としている。
　施設所管課による点検については、法定点検の実施状況の確認を行ったほか、
自主点検について昨年度見直した「自主点検の手引き」により施設所管課への説
明会の実施や、時期を捉えて、定期点検や日常点検に加え、臨時点検の実施に
ついて周知を行った。

課題 期末 期末

取組内容
➢地震や施設の老朽化に備えて、計画的な施設の保全や改修を行い、耐震化や長寿命化を推進します。
➢公共施設個別施設計画において、長寿命化や改修を行うこととしている施設等について、中長期的な視点で
財政支出の平準化やライフサイクルコストの縮減を図りながら、建物や設備の計画的な改修・更新を行うた
め、予防保全の視点を含めた公共施設保全計画を策定し、計画に基づく取組を実施します。

目標 中間 中間

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

基本目標 4 財政力の強化
主担当部署
施設経営課

推進項目 （２） 公共施設等マネジメントの推進 連携部署

施設所管部署
取組項目 ② 計画的保全の推進

公共施設保全計画の策定 計画に基づく取組実施
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○令和7年度

○年度計画

　インフラ施設所管課において、インフラごとに策定している⾧寿命化計画等に基づ
き、計画的かつ適切な維持管理を実施した。また、計画の更新が必要な施設にお
いて更新作業を実施した。

4月 5月 6月 7月 8月 3月2月9月 10月 11月 12月 1月

2025年度 2026年度 2027年度2023年度 2024年度

⾧寿命化計画等
に基づく適切な維
持管理の実施

　インフラ施設における⾧寿命化計画等に基づき、計画的かつ適
切な維持管理を推進する。

A

　全てのインフラ施設において計画的かつ適切な維持管理を推進
できるよう、全てのインフラ施設において⾧寿命化計画等が策定さ
れている必要がある。

A

具体的な活動

　インフラ施設における⾧寿命化計画等に基づき、計画的かつ適切な維持管理を
実施している。

課題 期末 期末

取組内容 ➢道路や橋りょう等のインフラ施設については、各施設の長寿命化計画等に基づき、計画的に点検・修繕・更
新を行うことにより、財政負担の軽減と平準化を図っていきます。

目標 中間 中間

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

基本目標 4 財政力の強化
主担当部署
施設経営課

インフラ施設所管部署

推進項目 （２） 公共施設等マネジメントの推進 連携部署

取組項目 ③ インフラ施設の計画的管理の推進

計画的管理の推進
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○令和7年度

○年度計画

　各所管課へ行った業務量の調査結果等を基にして、本市における包括的民間
委託の業務仕様（案）を作成し、業務委託実施に向けた検討を行い、令和９
年度からの導入に向け進めていく方針を決定した。
　また、２月には本委託について理解を深めてもらうための市内事業者等向け説
明会を開催するとともに、民間事業者の包括管理事業者としての参加意向等を
確認するためのサウンディング型市場調査を実施した。

4月 5月 6月 7月 8月 3月2月9月 10月 11月 12月 1月

2025年度 2026年度 2027年度2023年度 2024年度

包括的民間委託
の制度等に関する
調査
市内事業者等向け
説明会・サウンディン
グ型市場調査

　包括的民間委託について、制度や先進自治体の導入例の調
査検討を行う。

A

　包括的民間委託の対象施設の検討と実施可能性について検
証する必要がある。

A

具体的な活動

　制度についてのセミナーを受講してより理解を深めるとともに、先進自治体へのヒア
リング、視察を実施した。
　また、本市において包括的民間委託を導入する場合に対象となることが想定さ
れる主な施設の所管課を対象に、維持管理・修繕における業務量の調査を行っ
た。

課題 期末 期末

取組内容 ➢維持管理水準の向上や業務の効率化を図るため、公共施設の設備の保守点検業務や道路等のインフラ施設の
維持管理業務等について、包括的民間委託※の活用を検討します。

目標 中間 中間

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

基本目標 4 財政力の強化
主担当部署
施設経営課

推進項目 （２） 公共施設等マネジメントの推進 連携部署

公共施設所管部署・インフラ
施設所管部署取組項目 ④ 包括的民間委託の活用検討

調査検討、導入方針の決定 方針に基づく取組実施
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○令和7年度

○年度計画

具体的な活動

　施設使用料等の見直しに関する基本的な考え方を示した基本
方針（案）を作成する。
　基本方針（案）に基づく、各施設の使用料等の試算を実施
し、試算結果を確認のうえ、施設ごとの使用料を検討する。

B

　施設所管課を対象に前年度の試算結果等を踏まえた課題や見直しの基本的
な考え方の案について説明会を実施した。
　各施設所管課において、令和５年度決算を含めたコスト状況等のデータを整理
し、２回目の試算を実施した。
　本庁所管課に対し、今後の各施設における使用料の検討についての説明会を
実施した。また、基本方針（案）で記載する内容についても記載内容の整理を
行った。

課題 期末 期末

5月 6月 7月 8月 3月

　施設により様々な差異がある使用料等の設定について、受益者
負担の観点を取り入れながら、市民等が施設を利用しやすい状況
となるよう検討する必要がある。 A

　本庁所管課を中心に試算結果等を参考に各施設の使用料について検討を行
い、その結果を整理した。また、検討結果を踏まえて基本方針を整理し、公共施
設等マネジメント推進本部会議に諮り、決定した。
　条例改正に向けた準備のため、施設所管課では基本的な使用料以外の使用
料などについても検討し、新旧対照表（案）の作成作業を実施した。

4月

2025年度 2026年度 2027年度

9月 10月 11月 12月 1月 2月

施設使用料等の見
直しに関する基本方
針(案）作成

基本方針(案）に
基づく各施設の使用
料等の試算

試算結果の確認
と使用料の検討

2023年度 2024年度

取組内容

➢施設運営の効率化を図るとともに、コストの削減や適正な使用料の設定に努めるなど、より健全な管理運営

に努めていきます。

➢「財政計画及び財政見通し」に定めた将来のために必要な取組に掲げている「受益者負担の適正化」に基づ

き有料化や適正な料金改定を行います。

➢地方公会計※を活用した施設ごとのセグメント分析※を踏まえた適正化の検討を行います。

目標 中間 中間

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

基本目標 4 財政力の強化
主担当部署

施設経営課・財政課

推進項目 （２） 公共施設等マネジメントの推進 連携部署

公共施設所管部署
取組項目 ⑤ 公共施設使用料等の受益者負担の適正化

施設の特性等を反映した使用料等の検討 検討結果に基づく取組実施
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○令和7年度

予算編成方針策定 説明会　予算要求 予算査定 予算案決定 議会提案

健全化判断比率の算定 議会報告、HP公表

○年度計画

2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

2月 3月5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月具体的な活動

予算編成における
財政計画の取組
みの厳守
健全化判断比率
の公表

2023年度

4月

　経常経費において導入した「枠予算制度」については、配分した財源の中で所
属ごとに調整を行い、その枠内で予算を編成できた。
　また、投資政策的経費においては、総合計画を念頭に置き、より優先順位が高
い「まちづくり実施計画」に登載する事業を選択した。
　なお、健全化判断比率の算定、議会報告及びホームページでの公表についても
予定どおり行った。

　2022（令和４）年度に策定した「財政計画及び財政見通
し」に基づき、「投資政策的経費の抑制」と「市債発行額の抑制」
に取り組み「将来負担の軽減」を図る。

A

　直近２年の予算編成において、20億円超の財源不足が見込まれ、財政課中
心の予算編成手法に限界がきていることから、各課と共に事業の在り方を再考す
る方針へ変更した。令和８年度予算編成では、現行の財政課による一件査定か
ら、所属ごとに一定の財源を配分し、その枠内で予算を調整して要求する「枠予
算制度」を導入した。
　また、健全化判断比率の算定、議会報告及びホームページでの公表を予定どお
り行った。

課題 期末 期末
　高齢化の進展に伴う社会保障費や、老朽化の著しい公共施設
等の維持管理・更新経費などに多額の財源が必要であることに加
え、行政のデジタル化の推進や昨今の物価高騰の影響などから、
財政調整基金の取崩し等、今後も厳しい財政状況が続くものと
見込まれる。
　そうした状況においても、まちづくりに必要な事業を実施していくた
め、歳入に見合った歳出となるよう業務改善や事業の見直しを進
めていく必要がある。

A

取組内容
➢2022（令和４）年度に策定した「財政計画及び財政見通し」に基づき、「投資政策的経費の抑制」と「市
債発行額の抑制」に計画的に取り組むことにより、財政運営の基本方針である「将来負担の軽減」を図りま
す。

目標 中間 中間

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

基本目標 4 財政力の強化
主担当部署

財政課

推進項目 （３） 持続可能な財政運営の確立 連携部署

取組項目 ① 計画的な財政運営の推進

投資政策的経費

3,708百万円

投資政策的経費

3,866百万円

投資政策的経費

4,328百万円

投資政策的経費

3,334百万円

投資政策的経費

3,145百万円

市債残高

599億円

市債残高

619億円

市債残高

625億円

市債残高

603億円

市債残高

586億円
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○令和7年度

○年度計画

2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

2月 3月5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月具体的な活動

経営戦略改定に
向けた検討

地方公営企業法
適用に向けた検
討

2023年度

4月

　令和７年度までの「経営戦略」改定に向けて、連携部署と情報を共有し取組を進
め、「経営戦略」の改定が完了した。
　総務省が求める公営企業会計への移行についても、スケジュールや必要経費などに
ついて、全体のバランスを考えながら検討を行った。
　今後は、関係部署間で連携を強化し、目標達成に向けた協議や情報共有を適切
かつ効率的に行う予定としている。

　各公営企業について、地方公営企業法の適用拡大に向けた取
組を進めるとともに、中⾧期的な経営の基本計画である「経営戦
略」に沿って、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組
む。

B

　経営戦略に沿って、進捗管理や計画と実績の乖離検証等を行うことにより、経営
基盤の強化と財政マネジメントの向上に努めた。
　また、総務省が求める公営企業会計への移行についても、スケジュールや必要経費
などについて、全体のバランスを考えながら検討を行った。

課題 期末 期末
　公営企業を取り巻く経営環境は、人口減少等に伴うサービス需
要の減少や保有施設の老朽化に伴う更新需要の増大など厳しさ
を増している。そうした中、公営企業会計の適用が想定される会
計が保有する資産の調査や、関係機関との調整等、新たな事務
作業が見込まれる。 B

取組内容

➢各公営企業については、その経営環境が人口減少等に伴う料金収入の減少や施設・設備の老朽化対策などにより

厳しさを増す中、将来にわたって安定的にサービスを提供できるよう、中長期的な経営の基本計画として策定し
た「経営戦略」に基づき、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むとともに、経営戦略の改定を予
定しています。

➢「財政計画及び財政見通し」に定めた将来のために必要な取組に掲げている「特別会計及び企業会計の健全化」

に基づき一般会計からの基準外繰出金等の抑制を図ります。

目標 中間 中間

令和7年度の取組目標・課題 取組結果 取組状況（C又はDの場合は、原因及び今後の方針）

基本目標 4 財政力の強化
主担当部署

財政課

推進項目 （３） 持続可能な財政運営の確立 連携部署

農林振興課・観光振興課・錦帯橋
課・流通課・公園施設課・周東農
林課・公営企業会計適用部署取組項目 ② 公営企業の経営改革の推進

経営戦略の改定

公営企業会計の適用拡大
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